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炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税の発動について 

（お知らせ） 

 

 

 韓国産及び中国産の炭素鋼製突合せ溶接式継手に対しては、平成２９年１２月２８日か

ら平成３０年４月２７日までの間、暫定的な不当廉売関税を課すこととなっておりますが、

今般、「炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一

部を改正する政令」（平成３０年政令第１２１号）が制定されたことに伴い、下記のとおり、

不当廉売関税が発動されることになりましたので、お知らせします。 

 

 

記 

 

１．該当物品及び統計品目番号 

  関税定率法の別表第７３０７．９３号に掲げる物品（炭素鋼製突合せ溶接式継手）で、

平成３０年３月３１日から平成３５年３月３０日までの期間に輸入されるもの（大韓民

国又は中華人民共和国（香港地域及びマカオ地域を除く。以下、単に「中国」と表記）

を原産地とするものに限る。） 

  別表第７３０７．９３号に掲げる物品には炭素鋼製以外の突合せ溶接式継手も含まれ

ますが、平成３０年４月１日以降統計に計上される物品については、以下①及び②のと

おり統計細分が設けられます。同日以降、不当廉売関税の対象となる貨物の統計細分は

下記①となりますので、ご注意ください。 

  ①7307.93-010（炭素鋼製のもの（第 72 類の注 1(d)の鋼を材料として製造されたもの

のうち、第 72 類の注 1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。）） 

  ②7307.93-090（その他のもの） 

 

２．不当廉売関税の税率 

原 産 地 不当廉売関税の税率 

大韓民国 ６９．２％（ただし、ティーケー・コーポレーション（ＴＫ ＣＯＲＰＯ

ＲＡＴＩＯＮ）により生産された炭素鋼製突合せ溶接式継手にあっては、

４１．８％） 

中  国 ５７．３％ 

  別表第７３０７．９３号に掲げる物品の関税率（基本税率）は無税です。 

 

 
以上 

 

 

 

 

 

不明な点がございましたら、大阪税関業務部通関総括第１部門

（０６－６５７６－３３１３）までお問い合わせください。 


